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三田市条例第  号 

 

   三田市市税条例等の一部を改正する条例 

 

 （三田市市税条例の一部改正） 

第１条 三田市市税条例（昭和３２年三田町条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

  第３４条の７第１項第２号に次のように加える。 

   エ 兵庫県知事が指定する新型コロナウイルス対策関連基金への寄附金 

 （三田市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 三田市市税条例の一部を改正する条例（令和２年三田市条例第３５号）の

一部を次のように改正する。 

  第１条中三田市市税条例付則に１条を加える改正規定を次のように改める。 

   付則に次の２条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 

  第２５条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応

するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５号。

次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。）第５条第４項に

規定する指定行事のうち、兵庫県税条例（昭和３５年兵庫県条例第６３号）

で知事が指定したものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた

当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の

全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指定期間内にした場合には、当

該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第６０条第４項に規

定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第３１４条の７第１項第３号に掲げ

る寄附金を支出したものとみなして、第３４条の７の規定を適用する。 

   （新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） 

  第２６条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感

染症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における付則第７条の３

の２第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるのは、

「令和１６年度」とする。 

  付則第１条第２号中「１条を加える」を「２条を加える」に改める。 



   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の三田市市税条例第３４条の７第１項の規定は、

令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和２年度分までの個

人の市民税については、なお従前の例による。 


